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第１章 計画策定にあたって 

 

１．計画策定の背景と趣旨 

わが国の少子化は急速に進行しており、平成 24 年の合計特殊出生率（１人の女性が一生

の間に産む子どもの数）が 1.41 と、平成 23 年の 1.39 より若干上昇しているものの、人

口を維持するために必要な 2.08 を大きく下回っています。また、女性の社会進出に伴う低

年齢児からの保育ニーズの増大、核家族化の進行や地域のつながりの希薄化を背景とした子

育て不安を抱える保護者の増加等、子育てをめぐる地域や家庭の状況は大きく変化していま

す。 

宍粟市では、平成 22 年 3 月に、平成 26 年度までを計画期間とする「第 2 次宍粟市少子

化対策推進総合計画（しそう子ども・子育て応援プラン）」を策定し「みんなで子育て こど

もが輝くまち」を基本理念に、地域における子育て支援や保育サービスの充実をはじめ、子

どもの教育環境の充実等、施策の展開を図ってきました。 

また、平成 25 年 1 月には「しそうこども指針」を策定し、そのなかで乳幼児期の教育・

保育と就学前に育てたい子どもの像を示し、家庭と地域社会、教育・保育施設及び行政機関

がともに協力し連携しながら、すべての就学前の子どもの教育・保育の充実と子育て支援を

推進してきました。 

しかし、本市においても少子高齢化や核家族化の進行による様々な社会状況の変化や、女

性の就労希望の増加による保育ニーズの増大等、子ども・子育てを取り巻く環境は日々変化

しており、子どもの育ちへの影響が問題視されています。「子どもは親・保護者がはぐくむこ

とが基本」としながらも、地域をあげて社会全体で子ども・子育てを支援するために、さら

につながりのある社会を構築する必要があります。 

このような現状・課題に対応するため、平成 24 年 2 月に「社会保障・税一体改革大綱」

が閣議決定され、「子ども・子育て関連 3 法」が平成 24 年 8 月に成立しました。子ども・

子育て関連 3 法に基づく、新たな子育て支援の仕組み「子ども・子育て支援新制度」のもと

で、「①質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」「②保育の量的拡大・確保、教育・

保育の質的改善」「③地域の子ども・子育て支援の充実」を総合的に推進していくことをめざ

すとされています。 

これらの取り組みの実現のため、子ども・子育て関連 3 法の一つ「子ども・子育て支援法」

において、都道府県・市区町村は、「子ども・子育て支援事業計画」を策定していくことが義

務付けられています。 

このため、宍粟市においても、平成 27 年 4 月の新制度の施行に向け、「宍粟市子ども・子

育て支援事業計画」（以下、本計画という。）を策定しました。 

  



 

6 

 

 

２２２２．．．．計画計画計画計画のののの法的根拠法的根拠法的根拠法的根拠とととと位置位置位置位置づけづけづけづけ    

本計画は、子ども・子育て支援法第 61 条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画で

す。なお、本計画は、乳幼児期の教育・保育と就学前に育てたい子どもの像を示す「しそう

こども指針」を踏まえつつ、「宍粟市総合計画」を上位計画とし、「宍粟市地域福祉計画」等

の関連計画と整合を図ったものとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．計画の期間 

本計画の期間は、平成 27 年度から平成 31 年度までの５か年とします。計画最終年度で

ある平成 31 年度には計画の達成状況の確認と見直しを行います。 

また、５年間の計画期間中であっても、様々な状況の変化により見直しの必要性が生じた

場合、適宜計画の見直しを行っていくものとします。 

 

（年度） 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 
         

 宍粟市子ども・子育て支援事業計画（本計画） 
   

         

      次期計画 
（平成 32 ফ২ع） 

        

 

 

  

計画 
策定 

評価・ 
次期計画策定 

 
（平成 29ع25 ফ২ك 

    

 

宍粟宍粟宍粟宍粟市市市市    

子子子子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて    

支援事業計画支援事業計画支援事業計画支援事業計画 

 

関連計画 

○宍粟市地域福祉計画 

○宍粟市少子化対策推進総合計画 

○しそうこども指針 

○宍粟市幼保一元化推進計画 

○しそうの子ども生き活きプラン 等 

宍粟宍粟宍粟宍粟市総合計画市総合計画市総合計画市総合計画    

整
合 

    

子子子子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて支援法支援法支援法支援法    第第第第 61616161 条条条条    

次世代育成支援法と関連させないこととし

たため、子ども・子育て支援法第 61 条に基

づく計画とする。次世代育成支援法に基づく

計画は、平成 28 年度の総合計画と整合した

計画を改め策定する。 
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5,874 5,745 5,558 5,407 5,225 5,045 4,887 4,718 4,597 4,495 
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０～14歳 15～64歳 65歳以上

第２章 子ども・子育てを取り巻く現状 
 

１．人口について 

平成 22 年以降、総人口は減少傾向にあり、平成 22 年～平成 26 年にかけて毎年約 400

～600 人減少しています。 

また、65 歳以上人口は、平成 22 年～平成 23 年にかけては減少していますが、平成 23

年以降は増加傾向にあります。一方、０～14 歳人口と 15～64 歳人口は、ともに減少傾向

となっており、今後も引き続き減少していくことが予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢３区分別人口割合については、65 歳以上人口割合が増加傾向にある一方、０～14 歳

人口割合は、ゆるやかな減少傾向にあり、少子高齢化が進んでいることがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：住民基本台帳（平成 22 年～平成 26 年：各年３月末日現在）／社会福祉課（平成 27 年以降推計値） 

■年齢階層別の人口推移（平成 22 年～平成 26 年）及び推計（平成 27 年以降） 

■年齢３区分別人口割合の推移（平成 22 年～平成 26 年）及び推計（平成 27 年以降） 

推
計
値 

資料：住民基本台帳（平成 22 年～平成 26 年：各年３月末日現在）／社会福祉課（平成 27 年以降推計値） 

推
計
値 
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289 288 297 289 248 264 259 253 246 239

374 304 288 302 300 255 272 266 260 253

309 376 308 292 305 303 257 274 269 263

342 315 372 309 296 307 305 259 276 271

368 350 318 367 314 299 310 308 262 279

354 365 347 320 371 314 299 310 308 262
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０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

（人）

2,036 1,998 1,930 1,879 1,834
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平成 22 年以降、就学前児童（０歳～５歳）は減少傾向にあります。０歳について、平成

22 年～平成 25 年にかけては 300 人近くを推移していましたが、平成 26 年では 248 人

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 26 年の年齢別就学前児童割合は、０歳が 13.5%、５歳が 20.2%となっており、児

童割合としては、不均等な状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■年齢別就学前児童割合の推移（平成 22 年～平成 26 年）及び推計（平成 27 年以降） 

■年齢別就学前児童数の推移（平成 22 年～平成 26 年）及び推計（平成 27 年以降） 

資料：住民基本台帳（平成 22 年～平成 26 年：各年３月末日現在）／社会福祉課（平成 27 年以降推計値） 

推
計
値 

資料：住民基本台帳（平成 22 年～平成 26 年：各年３月末日現在）／社会福祉課（平成 27 年以降推計値） 

推
計
値 
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22.9

22.8
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宍粟市

兵庫県
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０～14歳 15～64歳 65歳以上

 

宍粟市の年齢３区分別人口割合について、兵庫県及び全国と比較すると、０～14 歳人口

割合と 65 歳以上人口割合が高く、15～64 歳人口割合が低くなっています。０～14 歳人

口割合については、兵庫県や国よりもわずかに高く、子どもの占める割合がやや高いことが

わかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計特殊出生率は平成２年～平成７年にかけて急激に減少しており、平成７年～平成 12

年にかけて増加傾向になり、平成 12 年以降は転じて減少傾向となっています。兵庫県・全

国と比較すると、一貫して高い水準を保っていますが、県・国では、平成 17 年～平成 22

年にかけて増加しており、一定の下げ止まりがみられます。宍粟市においては減少傾向が続

いており、県・国との差が縮小しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：国勢調査 ※年齢不詳は除く。 

■平成 22 年における年齢３区分別人口割合の比較 

■合計特殊出生率の比較 

資料：兵庫県保健統計年報 ※合計特殊出生率…15～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計

したもので、一人の女性が生涯に産むとされ

る子どもの数。 
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304 293 252
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773 800 762 773 723 612 675 736
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自然動態では、平成 18 年～平成 25 年にかけて死亡数が出生数を上回っており、人口減

少の要因となっています。また、平成 23 年～平成 25 年にかけての出生数は減少傾向にあ

り、一方で死亡数は増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会動態では、平成 18 年～平成 25 年にかけて、転出数が転入数を上回っており、こち

らも人口減少の要因となっています。平成 23 年～平成 25 年にかけての転入数と転出数は、

ともに増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：宍粟市人口統計表 ※社会動態…転入者数から転出者数を減じた数。 

資料：宍粟市人口統計表 

■自然動態 

■社会動態 

※自然動態…出生数から死亡数を減じた数。 
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０～４歳 ５～９歳 10～14歳 15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳

人口（人） 1,629 1,889 2,208 1,772 1,513 1,886 2,155 2,594 2,138 2,361

転入（人） 113 158 92 53 257 386 341 235 120 74

転出（人） 70 118 75 555 839 410 390 226 136 92

社会増減（人） 43 40 17 -502 -582 -24 -49 9 -16 -18

年代別転出入割合（％） 2.6 2.1 0.8 -28.3 -38.5 -1.3 -2.3 0.3 -0.7 -0.8

2.6 2.1 0.8 

-28.3 

-38.5 
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0.3 -0.7 

-0.8 

-40.0
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０～４歳 ５～９歳 10～14歳 15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳

（％）

 

平成 22 年の国勢調査における年齢別の転出入人口割合では、０～４歳や５～９歳の転入

超過が多くなっているものの、15～19 歳や 20～24 歳の転出超過が非常に多くなっていま

す。高校卒業後、進学や就業等で、大量に市外に転出していると考えられます。その一方、

25 歳以降は、割合が低くなり、子育て世代の転入が多いこともうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■年齢別転出入人口割合 

資料：国勢調査（平成 22 年） 

 

※年齢別転出入割合は、各年齢の人口に対して、転出入人口を除算した数。 

転入超過 

転出超過 

■年齢別の転出入状況（抜粋） 
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12,769 12,970 13,053 13,157

3.69 
3.47 

3.27 3.07 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

0

5,000

10,000

15,000

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年

世帯数 一世帯当たりの人員

（世帯） （人/世帯）

12,769 12,970 13,053 13,157

6,137 6,502 6,727 7,016

48.1 
50.1 51.5 53.3 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年

世帯数
核家族世帯数
世帯に占める核家族世帯の割合

（世帯） （％）

 

２．世帯について 

 

世帯数は増加する反面、一世帯当たりの人員は減少しており、核家族化や高齢化等に伴う

単独世帯数が増加していることがうかがえます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯数の増加に伴い、核家族世帯数が増加しています。また、世帯に占める核家族世帯の

割合も増加傾向となっており、平成 12 年以降は 50%を上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■宍粟市における世帯数と一世帯当たりの人員の推移 

資料：国勢調査 

■宍粟市における核家族世帯数等の推移 

資料：国勢調査 

※ここでいう「世帯」とは、国勢調査における「一般世帯」と 

「施設等の世帯」の２区分のうち「一般世帯」を指す。 
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48.1
50.1

51.5
53.3

63.7 63.2 62.7 60.5

58.7 58.4 57.9
56.3

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年

宍粟市 兵庫県 全国

（％）

34.9 

36.9 

38.0 

37.9 

53.6 

51.2 

48.1 

47.0 

1.9 

1.9 

2.4 

2.2 

9.6 

10.0 

11.5 

12.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成７年

平成12年

平成17年

平成22年

夫婦のみの世帯 夫婦と子どもから成る世帯

男親と子どもから成る世帯 女親と子どもから成る世帯

 

核家族世帯の内訳としては、平成７年から平成 17 年にかけて、夫婦のみの世帯割合がや

や増加していますが、それ以降は微減となっています。一方、夫婦と子どもから成る世帯割

合は減少しています。また、女親と子どもから成る世帯の割合は増加しており、そういった

世帯の保育ニーズが増加していることも考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 宍粟市の世帯に占める核家族世帯の割合は、兵庫県及び全国と比べて低い割合となってい

ますが、年々増加傾向にあり、今後も本市の核家族世帯は増加していくことが予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■宍粟市における核家族世帯の内訳 

資料：国勢調査 

■世帯に占める核家族世帯の割合の比較 

資料：国勢調査 
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177 172 166 164
139

46
74

50 53 58

0

50

100

150

200

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

（件）

婚姻件数 離婚件数

 

婚姻件数は、平成 20 年から平成 24 年にかけて、減少傾向にあります。 

離婚件数は、平成 21 年から平成 22 年にかけて減少し、平成 22 年以降はゆるやかな増

加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未婚率は、男女いずれの年代においても上昇傾向にあります。特に女性においては、20

歳代後半から 30 歳代が大きく上昇しています。男性においては、30 歳代の未婚率が上昇し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 
  

89.1 90.4 87.7 88.8 91.5 

56.9 59.2 61.8 62.6 
66.8 

23.8 
31.0 

36.2 39.2 41.7 

14.5 14.7 
21.0 

26.7 
30.7 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成

２年

平成

７年

平成

12年

平成

17年

平成

22年

（％）

20～24歳

【男性】

25～29歳

30～34歳

35～39歳

78.9 81.3 82.0 84.0 83.6 

28.9 

42.1 43.9 
49.8 

56.1 

6.9 
11.3 

19.8 22.6 
27.0 

2.5 
4.8 

7.9 14.1 14.9 
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成

２年

平成

７年

平成

12年

平成

17年

平成

22年

（％）

20～24歳

【女性】

25～29歳

30～34歳

35～39歳

■婚姻件数及び離婚件数の推移 

資料：兵庫県保健統計年報 人口動態調査 

■未婚率の推移（男女別・年齢階層別） 

資料：国勢調査 
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平成12年 平成17年 平成22年

（％）

（歳）

11.9 

78.6 
74.9 

68.5 
73.5 

82.0 84.1 81.8 

69.6 

55.5 

14.9 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～

宍粟市 兵庫県 全国

（％）

（歳）

３．就業の状況について 

 

女性の労働力率は、20 歳代前半で高い割合を示した後、出産・子育て期に入る 30 歳代前

半から後半で底をつき、その後再び上昇するという M 字曲線を描いています。しかし、30

～34 歳をはじめとする子育て世代の労働力率は年々増加しており、働く女性の保育ニーズ

が高まっていることがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 宍粟市の女性の労働力率は、兵庫県及び全国と比べても高い水準となっており、母親が働

いている子育て家庭が多いことがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■宍粟市における労働力率の推移（女性） 

資料：国勢調査 

■宍粟市における労働力率（女性・平成 22 年）の比較 

資料：国勢調査 
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42.4

43.7

43.0

35.9

40.5

57.6

56.3

57.0

64.1

59.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成21年

平成22年

平成23年

平成24年

平成25年

３歳未満 ３歳以上

 

４．就学前施設の在籍状況 

 認可保育所（園）全体の在籍割合は、平成 21 年から平成 22 年にかけて 100％を超えて

おり、平成 23 年以降では 100%を下回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３歳未満児の占める割合が増減を繰り返しながら推移しており、平成 25 年では４割とな

っています。一方、３歳以上児の占める割合は各年ともに約６割となっています。 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

注：管外受託込み。 資料：こども未来課（各年７月１日現在） 

注：管外受託込み。 資料：こども未来課（各年７月１日現在） 

■認可保育所（園）の定員数と在籍者数 

■年齢別認可保育所（園）の在籍割合 

725 755
870 860 865

729 773 833 824 851

100.6 102.4 
95.7 95.8 98.4 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

0

200

400
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1,200
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（人） （％）
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800

1,200

1,600
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 幼稚園の在籍割合は、平成 22 年の 30.3%からは減少傾向となっており、定員数を下回る

状態が続いています。また、在籍者数に関しても平成 22 年以降は減少傾向にあり、今後の

就学前教育のニーズが高まるよう、就学前教育の質における問題を解消していくことが求め

られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 21 年～平成 24 年にかけて、５歳児の占める割合は増加傾向にあり、幼児教育ニー

ズの高まりがうかがえます。 

 

 

 

 

 

  

資料：学校基本調査（各年５月１日現在） 

■幼稚園の定員数と在籍者数 

資料：学校基本調査（各年５月１日現在） 

■年齢別幼稚園の在籍割合 
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５．ニーズ調査結果の概要 

 

（１）ニーズ調査の概要 

調査の目的 

本調査は、「宍粟市子ども・子育て支援事業計画」を策定するにあた

り、保育ニーズや宍粟市の子育て支援サービスの利用状況や利用意向、

また、子育て世帯の生活実態、要望・意見等を把握することを目的に

実施しました。 

調 査 設 計 

調 査 地 域：宍粟市全域 

調査対象者：就学前児童：平成 25 年 10 月１日現在、宍粟市在住の 

「就学前児童」がいる世帯・保護者（就学前

児童調査） 

小学生児童：平成 25 年 10 月１日現在、宍粟市在住の 

「小学生児童」がいる世帯・保護者（小学生 

児童調査） 

抽 出 方 法：住民基本台帳より、就学前児童（０歳～５歳）の末子がい

る全世帯 1,440 件、小学生（６歳～11 歳）の末子がい

る世帯から 1,000 件を無作為抽出 

調 査 期 間：平成 25 年 11 月 29 日（金）～12 月 13 日（金） 

調 査 方 法：郵送配布・郵送回収による郵送調査法 
 

調査種類 
調査対象者数 

（配布数） 
有効回収数 有効回収率 

就学前児童 1,440 646 44.9％ 

小学生児童 1,000 447 44.7％ 

合  計 2,440 1,093 44.8％ 

 

【ニーズ調査結果の見方】 
 

●回答結果の割合「％」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点以

下第２位で四捨五入したものです。そのため、単数回答（複数の選択肢から１つの選択

肢を選ぶ方式）であっても合計値が 100.0％にならない場合があります。 

●複数回答（複数の選択肢から２つ以上の選択肢を選ぶ方式）の設問の場合、回答は選択

肢ごとの有効回答数に対して、それぞれの割合を示しています。そのため、合計が

100.0％を超える場合があります。 

●図表中において「不明・無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答の

判別が困難なものです。 

●図表中の「Ｎ（number of case）」は、集計対象者総数（あるいは回答者限定設問の限

定条件に該当する人）を表しています。 
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（２）調査結果の概要 

 

①子育てを主に行っている方 

 子育てを主に行っている方についてみると、就学前児童では「主に母親」が 51.9％と最も

高く、次いで「父母ともに」が 44.9％となっています。一方、小学生児童では「父母ともに」

が 49.9％と最も高く、次いで「主に母親」が 42.1％となっています。就学前児童の母親に

負担がかかっていることがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②子育てに日常的に関わっている方（施設） 

子育てに日常的に関わっている方（施設）についてみると、就学前児童では「父母ともに」

が 56.0％と最も高く、次いで「保育所」が 42.7％となっています。一方、小学生児童では

「小学校」が 63.3％と最も高く、次いで「父母ともに」が 57.0％となっています。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

56.0 

27.7 

5.0 

39.9 

16.7 

42.7 
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0.8 

0% 20% 40% 60% 80%

父母ともに
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父親

祖父母

幼稚園

保育所

認定こども園

その他

不明・無回答

就学前児童（N=646）

57.0 

30.2 

5.1 

40.0 

63.3 

10.1 

2.7 

1.3 

0% 20% 40% 60% 80%

父母ともに

母親

父親

祖父母

小学校

学童保育所

その他

不明・無回答

小学生児童（N=447）

44.9 

49.9 

51.9 

42.1 

0.5 

2.7 
1.2 

3.1 

0.6 

0.9 

0.9 

1.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前児童

（N=646）

小学生児童

（N=447）

父母ともに 主に母親 主に父親 主に祖父母 その他 不明・無回答
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57.9 
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8.2 

4.0 

1.4 

51.7 

46.8 

3.6 

16.8 

4.0 

0.7 
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日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族に

みてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子どもをみてもらえる

友人・知人がいる

いずれもいない

不明・無回答

就学前児童（N=646） 小学生児童（N=447）

 

③子育てに影響すると思われる環境 

 子育てや教育に影響すると思われる環境についてみると、「家庭」が就学前児童で 92.3％、

小学生児童で 88.6％と最も高くなっています。次いで、就学前児童では「保育所」が 47.7％、

小学生児童では「小学校」が 82.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

④日頃、子どもをみてもらえる親族・知人の有無 

    日頃、子どもをみてもらえる親族・知人の有無についてみると、就学前児童では「緊急時

もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる」が 57.9％と最も高く、次いで「日常

的に祖父母等の親族にみてもらえる」が 42.7％となっています。一方、小学生児童では「日

常的に祖父母等の親族にみてもらえる」が 51.7％と最も高く、次いで「緊急時もしくは用事

の際には祖父母等の親族にみてもらえる」が 46.8％となっています。 
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不明・無回答
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家庭

地域

小学校

学童保育所

その他

不明・無回答

小学生児童（N=447）
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⑤気軽に相談できる先    

気軽に相談できる先についてみると、就学前児童では「祖父母等の親族」が 86.3％、小学

生児童では「友人や知人」が 81.9％と最も高くなっています。次いで、就学前児童では「友

人や知人」が 79.9％、小学生児童では「祖父母等の親族」が 74.1％となっています。 
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かかりつけの医師

自治体の子育て関連担当

窓口（家庭児童相談室）

その他

不明・無回答

小学生児童（N=398）
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ファミリーサポートセンターの会員制

預かり等サービス

保育所や幼稚園の園庭等の開放

子育ての総合相談窓口

（健康増進課家庭児童相談室）

広報宍粟の子育てパーク、

母子健康カレンダー

就学前児童（N=646）

72.9 

81.0 

64.2 

75.6 

62.9 

64.9 

49.2 

68.5 

20.4 

10.7 

30.0 

17.2 

32.0 

27.5 

45.2 

25.5 

6.7 

8.3 

5.8 

7.2 

5.1 

7.6 

5.6 

6.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生児童（N=447）

知っている 知らない 不明・無回答

 

⑥地域の子育て支援事業の認知度 

地域の子育て支援事業の認知度についてみると、「保健福祉センターの子どもの健診や相談

サービス」では、就学前児童、小学生児童ともに『知っている』が８割以上と認知度が高く

なっています。一方、就学前児童では「青少年育成センターの子どもと家庭、青少年の悩み

相談」「子育ての総合相談窓口（健康増進課家庭児童相談室）」、小学生児童では「子育ての総

合相談窓口（健康増進課家庭児童相談室）」の『知らない』が４割以上あり、認知度は低くな

っています。 
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44.4 

76.5 

3.9 

56.5 

5.3 

51.9 

9.1 

48.8 

48.9 

18.4 

85.8 

37.6 

85.0 

42.1 

82.0 

43.5 

6.7 

5.1 

10.4 

5.9 

9.8 

6.0 

8.8 

7.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

保健福祉センターの母親・両親教室

保健福祉センターの子どもの健診や

相談サービス

青少年育成センターの子どもと家庭、

青少年の悩み相談

子育て支援センターの親子・グループ

教室、施設の開放

ファミリーサポートセンターの会員制

預かり等サービス

保育所や幼稚園の園庭等の開放

子育ての総合相談窓口

（健康増進課家庭児童相談室）

広報宍粟の子育てパーク、

母子健康カレンダー

就学前児童（N=646）

27.5 

56.4 

1.8 

40.3 

5.1 

36.7 

3.1 

21.7 

58.6 

33.6 

82.1 

48.5 

79.6 

51.2 

81.9 

64.0 

13.9 

10.1 

16.1 

11.2 

15.2 

12.1 

15.0 

14.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生児童（N=447）

利用したことがある 利用したことがない 不明・無回答

 

⑦地域の子育て支援事業の利用度 

 地域の子育て支援事業の利用度についてみると、就学前児童では「保健福祉センターの子

どもの健診や相談サービス」「子育て支援センターの親子・グループ教室、施設の開放」等、

小学生児童では「保健福祉センターの子どもの健診や相談サービス」では、『利用したことが

ある』が５割以上と利用度が高くなっています。一方、就学前児童、小学生児童ともに「青

少年育成センターの子どもと家庭、青少年の悩み相談」「子育ての総合相談窓口（健康増進課

家庭児童相談室）」では、『利用したことがない』が８割以上あり、利用度は低くなっていま

す。    
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35.0 

71.1 

32.7 

49.2 

23.5 

58.8 

41.0 

55.4 

52.0 

17.6 

52.9 

39.3 

64.4 

29.7 

46.7 

32.8 

13.0 

11.3 

14.4 

11.5 

12.1 

11.5 

12.2 

11.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

保健福祉センターの母親・両親教室

保健福祉センターの子どもの健診や

相談サービス

青少年育成センターの子どもと家庭、

青少年の悩み相談

子育て支援センターの親子・グループ

教室、施設の開放

ファミリーサポートセンターの会員制

預かり等サービス

保育所や幼稚園の園庭等の開放

子育ての総合相談窓口

（健康増進課家庭児童相談室）

広報宍粟の子育てパーク、

母子健康カレンダー

就学前児童（N=646）

11.9 

38.9 

27.1 

17.9 

11.9 

17.4 

19.9 

15.9 

68.2 

41.6 

51.7 

61.5 

67.8 

61.1 

58.6 

62.2 

19.9 

19.5 

21.3 

20.6 

20.4 

21.5 

21.5 

21.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生児童（N=447）

今後利用したい（利用を続けたい）

今後利用したくない（利用を続けたくない）

不明・無回答

 

⑧地域の子育て支援事業の利用意向 

地域の子育て支援事業の利用意向についてみると、就学前児童では「保健福祉センターの

子どもの健診や相談サービス」「保育所や幼稚園の園庭等の開放」では、『今後利用したい（利

用を続けたい）』が６割近くから７割以上と利用意向が高くなっています。一方、就学前児童、

小学生児童ともに「ファミリーサポートセンターの会員制預かり等サービス」では、『今後利

用したくない（利用を続けたくない）』が６割以上あり、利用意向は低くなっています。 
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６６６６．．．．現状現状現状現状・・・・課題課題課題課題のまとめとのまとめとのまとめとのまとめと今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性    

 

◎◎◎◎子どもが子どもが子どもが子どもが健やかにはぐくまれる環境の充実が求められています健やかにはぐくまれる環境の充実が求められています健やかにはぐくまれる環境の充実が求められています健やかにはぐくまれる環境の充実が求められています    

全国的な少子高齢化を背景に、宍粟市でも同様の傾向がみられます。県や国と比

べると、高齢者の割合は年々高くなる一方、子どもの割合は県や国より若干高い

ものの、年々減少していることが現状です。また、合計特殊出生率に関しても、

県や国と比べると、差が縮小傾向にあり僅差で高くなっている現状です。このこ

とから、出生数の減少スピードは大きいと言えます。 

宍粟市において安心して子どもを産み、大切に育てることができる環境を整備す

ることが重要です。そして一人ひとりの子どもが健やかにはぐくまれるために、

虐待、障がい、家族の状況等の事情により、社会的な支援の必要性が高い子ども

やその家族を含めた、すべての子どもと子育て家庭を支援することが今後も必要

となっています。 

 

◎◎◎◎地域地域地域地域・社会ぐるみでの子育て支援の取り組みが求められています・社会ぐるみでの子育て支援の取り組みが求められています・社会ぐるみでの子育て支援の取り組みが求められています・社会ぐるみでの子育て支援の取り組みが求められています    

宍粟市では、子育てを支援するための様々な事業を展開しており、認知度は一定

数ありますが、利用度と利用意向に関しては、事業によって差があり、利用しや

すい環境を整備することが必要です。また、核家族化や地域のつながりの希薄化

により、緊急時に子どもを預けられる親類や相談相手も持たず、周囲から家庭が

孤立してしまう状況が全国的にみられます。本市では、国や県は核家族世帯の割

合が減少傾向にあるのに対して、人口減少とともに世帯数が増加し、核家族が増

えている現状がうかがえます。 

子育て支援センターやファミリーサポートセンター等の子育て支援施設の整備・

活用はもちろん、延長保育、一時預かり、各種健診事業等の制度に関する取り組

みの拡充を図り、地域と行政が子育て支援の連携を高めていくことが重要です。 

 

◎◎◎◎仕事と仕事と仕事と仕事と子育て子育て子育て子育てを両立させる取り組みが求められていますを両立させる取り組みが求められていますを両立させる取り組みが求められていますを両立させる取り組みが求められています    

宍粟市における核家族世帯の割合は、平成 12 年の 50.1％から年々増加傾向にあ

り、今後とも核家族世帯の増加が予測されます。そのなかで、ひとり親と子ども

の世帯が増加傾向にあります。また、宍粟市の女性の労働力率は、県や国と比べ

ても高い割合となっており、働きたい女性が増えていることも現状としてあげら

れることから、母親＝労働者であるという認識をもち、ワーク・ライフ・バラン

スを推進していくことが課題となります。 

仕事と子育ての両立支援に関して、母親のみを支援の対象として考えるのではな

く、父親はもちろん、祖父母等の親族を巻き込んだ家庭のなかで、積極的に子育

てに携わることのできる環境づくりや子育て世帯を周囲が応援する基盤を整備す

ることが必要です。  

現状・課題 

現状・課題 

現状・課題 

今後の方向性 

今後の方向性 

今後の方向性 
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第３章 計画の基本理念 

 

１．計画の基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

子どもは、地域の宝として私たちに希望をもたらし、未来の宍粟市を創る力となります。

子どもの健やかな育ちと子育てを支えることは、地域社会にとって、とても重要なことです。 

 

宍粟市では、子どもと家庭の「つながり」はもちろん、家庭と地域が「つながり」、地域が

子どもを「はぐくみ」、子どもが健やかに成長し、地域の未来をはぐくんでゆく。このようなま

ちの将来を担うすべての子どもが輝くまちをめざしています。 

 

このため、宍粟市の自然、文化等あらゆる環境や地域のつながりのなかで、「子どもの

最善の利益」が実現され、子どもの育ちとともに親の育ちを一体的に支え、一人ひとりの子

どもが健やかに、幸せに成長することができるよう、子ども・子育て支援を推進します。 

つながり はぐくみ 子どもが輝くまち（仮） 
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２．計画の基本的な視点（仮） 

 

（１）子どもの育ちの視点 

  乳児期から幼児期へと子どもがはぐくまれる過程において、情緒の安定や他者への信頼

感の醸成、他者との関わりや基本的な生きる力を獲得していくことは、子どもが成長して

いく上で大切なことです。子どもと保護者が安心してふれあえること、質の高い教育・保

育の安定的な提供をすることで、子どもが健やかにはぐくまれる支援に努めます。 

 

 

（２）親としての育ちの視点 

  安心して子どもを産み、育てていくことができるよう、妊娠・出産期からの切れ目のな

い支援を行うことはもちろん、子どもを産み育てる喜びを感じていけるように、親と子が

ともに学び、育ち合うことができる学習機会や場の整備を進めていきます。 

  

  

（３）地域での支え合いの視点 

  地域のあたたかなまなざしが、子育て家庭に注がれていることを実感できるよう、取り

組みを充実させ、その発信と周知に努めます。そのうえで、子どもやその家庭が地域や社

会とつながり、良好な関係を築きながら、健やかにはぐくみ、はぐくまれることが大切で

す。 

 

 

（４）支援を要する子どもへの視点 

  障がい、疾病、虐待、貧困等の社会的な支援の必要性が高い子どもや、その家族を含め

たすべての子どもと子育て家庭が等しく保障されることをめざすことが重要です。 

 

 

（５）ワーク・ライフ・バランスの視点 

宍粟市では核家族世帯が増加傾向にあり、そのなかでも働きたい女性が増えている現状

があります。子育てのなかで、安心して子どもを預けることができる体制を確保しつつ、

仕事との両立を図りながら暮らしていけるよう、ワーク・ライフ・バランスの推進に努め

ます。 

 

 
  



 

28 

 

 

３．施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（１）保幼小連携・小中一貫教育の推進 

  ①「しそうこども指針」に基づいた子育て支援の推進 

  ②「しそうの子ども生き活きプラン」の推進 

（２）就学前教育・保育の環境整備 

  ①

  ②質の高い教育・保育の提供に向けた職員研修の充実

（３）放課後子ども総合プランの推進 

  ①放課後子ども総合プランの推進 

つ
な
が
り 

は
ぐ
く
み 

子
ど
も
が
輝
く
ま
ち
（
仮
） 

２２２２．．．．健健健健やかなやかなやかなやかな子子子子どもをはぐくむどもをはぐくむどもをはぐくむどもをはぐくむ環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり    

（１）教育・保育提供区域の設定 

（２）教育・保育の提供体制の確保内容及びその実施時期 

①前提となる事項 

  ②認定こども園・幼稚園・保育所 

（３）

①利用者支援事業 

②時間外保育事業（延長保育事業） 

③放課後児童健全育成事業（学童保育所） 

④子育て短期支援事業 

⑤乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

⑥養育支援訪問事業 

⑦地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター事業） 

⑧一時預かり事業 

⑨病児・病後児保育事業 

⑩ファミリーサポートセンター事業 

⑪妊婦健康診査事業 
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第４章 施策の展開 

１．子どもの豊かな成長を支える教育・保育の基盤づくり 

 

（１）教育・保育提供区域の設定 

◆宍粟市における教育・保育提供区域の設定 

 

 

 

 

◆圏域設定に対する国の考え方 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        

○地理的条件、人口、交通事情、その他社会的条件、教育・保育を提供するための施設の

整備の状況、その他の条件を総合的に勘案して定める。 

○小学校区単位、中学校区単位、行政区単位等、地域の実情に応じて、保護者や子どもが

居宅から容易に移動することが可能な区域を定める。 

○地域型保育事業の認可の際に行われる需給調整の判断基準となることを踏まえる。 

○教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を通じて共通の区域設定とすることが基本

となる。 

○教育・保育施設等及び地域子ども子育て支援事業の広域利用の実態が異なる場合には、

実状に応じて、区分または事業ごとに設定することができる。 

○本市における教育・保育の提供区域は、全市的な取り組みやまちの構想に基づき、市民

の移動実態を踏まえた施設・事業の整備等、敏速かつ柔軟に対応できるといった点を加

味し、宍粟市全域を１圏域として設定します。 
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（（（（２２２２））））教育教育教育教育・・・・保育保育保育保育のののの提供体制提供体制提供体制提供体制のののの確保確保確保確保内容及内容及内容及内容及びそのびそのびそのびその実施時期実施時期実施時期実施時期    

    

①前提となる事項 

◆国の考え方 
 

 

 

 

 

 

 

◆量の見込みの算出方法について 
 

 

 

 

 

■量量量量のののの見込見込見込見込みのみのみのみの算出算出算出算出のののの流流流流れれれれ    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

ニーズ調査の実施 

児童人口の推計 

実績・今後の需要予測を加味して検討 

【潜在家庭類型】 

タイプＡ：ひとり親家庭 

タイプＢ：フルタイム×フルタイム 

タイプＣ：フルタイム×パートタイム 

タイプＣ’：フルタイム×パートタイム（短時間） 

タイプＤ：専業主婦（夫） 

タイプＥ：パートタイム×パートタイム 

タイプＥ’：パートタイム×パートタイム（短時間） 

タイプＦ：無業×無業 

○当該市町村に居住する子どもについて、「現在の認定こども園、幼稚園、保育所、保育マ

マ、認可外保育施設等の利用状況」に、「利用希望」を踏まえて設定。 

○認定の区分(※)に加え、０歳、１－２歳、３－５歳の３区分で設定。 

※量の見込みの設定に関して社会的流出入の動向等を勘案することも可。この場合には、

その積算根拠等について透明性の確保が必要。（地方版子ども・子育て会議等における

議論等） 

 

○量の見込みの算出にあたっては、各事業において以下の内容を基本として算出を行いま

した。なお、本計画における算出プロセスは、国から示された『市町村子ども・子育て

支援事業計画における｢量の見込み｣の算出等のための手引き』を基本としています。 

潜在家庭類型の算出 

家庭類型別児童数の算出 

教育・保育の量の見込みの算出 

・利用者支援事業 
・時間外保育事業（延長保育事業） 
・放課後児童健全育成事業（学童保育所） 
・子育て短期支援事業 

・養育支援訪問事業 

・一時預かり事業 ・病児・病後児保育事業 
・ 事業 ・妊婦健診事業 

家庭類型別の各事業の利用意向率の算出 

【認定区分】 

・１号認定（幼稚園、認定こども園） 

・２号認定（保育所、認定こども園） 

・３号認定（保育所、認定こども園、 

地域型保育事業） 

 

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みの算出 

確保方策の検討 確保方策の検討 



 

31 

 

 

■認定区分と提供施設 

認定区分 提供施設 

１号 
３－５歳、幼児期の学校教育(以下

「学校教育」という)のみ 
幼稚園、認定こども園 

２号 ３－５歳、保育の必要性あり  保育所、認定こども園 

３号 ０－２歳、保育の必要性あり  保育所、認定こども園、地域型保育事業 

 

■子育て支援の「給付」と事業の全体像 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

地域子地域子地域子地域子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて支援事業支援事業支援事業支援事業    

○利用者支援 新設 

（新制度により提供される給付・事業の中から適切

なものを選択し、円滑に利用できるよう、身近な

場所で支援を行う。） 

○地域子育て支援拠点事業 

○妊婦健診 

○乳児家庭全戸訪問事業 

○養育支援訪問事業 

○子育て短期支援事業 

○ファミリー・サポート・センター 

○一時預かり 

○延長保育事業 

○病児・病後児保育事業 

○学童保育所 
※対象児童の拡大 

（概ね 10 歳未満の小学生→小学校６年生） 

○実費徴収に係る補足給付を行う事業 

○多様な主体が本制度に参入することを

促進するための事業 

 

 

子子子子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて支援給付支援給付支援給付支援給付    

施設型給付施設型給付施設型給付施設型給付    

○認定こども園 

○幼稚園   

○保育所 

地域型保育給付地域型保育給付地域型保育給付地域型保育給付    

○小規模保育 
（定員は６人以上１９人以下） 

○家庭的保育 
（保育者の居宅等において保育を行う。 

定員は５人以下） 

○居宅訪問型保育 
（子どもの居宅等において保育を行う。） 

○事業所内保育 
（事業所内の施設等において保育を行う。） 

児童手当児童手当児童手当児童手当    

○利用者支援事業 新設 

○時間外保育事業（延長保育事業） 

○放課後児童健全育成事業（学童保育所） 

○子育て短期支援事業 

○

○養育支援訪問事業 

○

○一時預かり事業 

○病児・病後児保育事業 

○ファミリーサポートセンター事業 

○妊婦健康診査事業 
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②認定こども園・幼稚園・保育所 
 

◆事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

◆提供体制、確保策の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○宍粟市幼保一元化推進計画に基づき、すべての中学校区で幼保一元化による認定こ

ども園の設置を推進し、利用者のニーズに対応できる提供体制を確保します。 

○１号認定に基づく３歳児への幼児教育の提供については、幼保一元化による認定こ○１号認定に基づく３歳児への幼児教育の提供については、幼保一元化による認定こ○１号認定に基づく３歳児への幼児教育の提供については、幼保一元化による認定こ○１号認定に基づく３歳児への幼児教育の提供については、幼保一元化による認定こ

ども園の設置により実施を基本とするが、協議に時間を要するため、ども園の設置により実施を基本とするが、協議に時間を要するため、ども園の設置により実施を基本とするが、協議に時間を要するため、ども園の設置により実施を基本とするが、協議に時間を要するため、幼保一元化の幼保一元化の幼保一元化の幼保一元化の

推進について合意形成の図れた地域から実施します。推進について合意形成の図れた地域から実施します。推進について合意形成の図れた地域から実施します。推進について合意形成の図れた地域から実施します。    

○地域型保育事業（小規模保育事業等）については、子ども・子育て支援新制度にお

ける新規事業として、引き続き保護者のニーズを把握しながら、必要性について検

○認定こども園：幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき幼児期の学校教育

及び乳幼児期の保育を提供します。 

○幼稚園：幼稚園教育要領に基づき、幼児期の学校教育を提供します。 

○保育所：保育所保育指針に基づき、乳幼児期の保育を提供します。 

○平成 26 年度の実績（見込み）は、１号認定が 328 人、２号認定が 619 人、３号

認定が 478 人（０歳 56 人、１・２歳 422 人）です。 
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■教育：「量の見込み」に対する「確保の内容」及び「実施時期」       単位（実人／年） 

項 目 
平成 27 年度 平成 28 年度 

1 号 
（3 歳） 

1 号 
（4-5 歳） 

2 号※ 

（3-5 歳） 
合計 

1 号 
（3 歳） 

1 号 
（4-5 歳） 

2 号※ 

（3-5 歳） 
合計 

①量の見込（必要利用定員総数） 65656565        169169169169        113113113113        347347347347        63636363        168168168168        112112112112        343343343343        

②確保

の内容 
幼稚園・認定こども園 10101010        111169696969        111113131313        222292929292        10101010        111168686868        112112112112        222290909090        

②－① △△△△55555555    0000    0000    △△△△55555555    △△△△55553333    0000    0000    △△△△55553333    

 

項 目 
平成 29 年度 平成 30 年度 

1 号 
（3 歳） 

1 号 
（4-5 歳） 

2 号※ 

（3-5 歳） 
合計 

1 号 
（3 歳） 

1 号 
（4-5 歳） 

2 号※ 

（3-5 歳） 
合計 

①量の見込（必要利用定員総数） 63636363        164164164164        110110110110        337337337337        62626262        162162162162        108108108108        332332332332        

②確保

の内容 
幼稚園・認定こども園 66663333        111164646464        110110110110        337337337337        62626262        111162626262        108108108108        332332332332        

②－① 0000    0000    0000    0000    0000    0000    0000    0000    

 

項 目 
平成 31 年度 

1 号 
（3 歳） 

1 号 
（4-5 歳） 

2 号※ 

（3-5 歳） 
合計 

①量の見込（必要利用定員総数） 61616161        161161161161        107107107107        329329329329        

②確保

の内容 
幼稚園・認定こども園 61616161        111161616161        107107107107        329329329329        

②－① 0000    0000    0000    0000    

※２号認定のうち、教育の利用希望が高い者 
 

■■■■保育保育保育保育：「：「：「：「量量量量のののの見込見込見込見込みみみみ」」」」にににに対対対対するするするする「「「「確保確保確保確保のののの内容内容内容内容」」」」及及及及びびびび「「「「実施時期実施時期実施時期実施時期」」」」                            単位単位単位単位（（（（実人実人実人実人／／／／年年年年））））    

項 目 
平成 27 年度 平成 28 年度 

2 号 

（3-5 歳） 

3 号 
（0 歳） 

3 号 
（1-2 歳） 

合計 
2 号 

（3-5 歳） 

3 号 
（0 歳） 

3 号 
（1-2 歳） 

合計 

①量の見込（必要利用定員総数） 512  99992222        317317317317        999921212121        511  99990000        316316316316        999917171717        

②確保

の内容 

認定こども園、保育所 512  92929292        317317317317        921921921921        511  90909090        316316316316        917917917917        

地域型保育事業  0000        0000        0000         0000        0000        0000        

②－① 0 0000    0000    0000    0 0000    0000    0000    

 

項 目 
平成 29 年度 平成 30 年度 

2 号 

（3-5 歳） 

3 号 
（0 歳） 

3 号 
（1-2 歳） 

合計 
2 号 

（3-5 歳） 

3 号 
（0 歳） 

3 号 
（1-2 歳） 

合計 

①量の見込（必要利用定員総数） 498  88888888        310310310310        888896969696        491  85858585        304304304304        880880880880        

②確保

の内容 

認定こども園、保育所 498  88888888        310310310310        896896896896        491  85858585        304304304304        880880880880        

地域型保育事業  0000        0000        0000         0000        0000        0000        

②－① 0 0000    0000    0000    0 0000    0000    0000    

 

項 目 
平成 31 年度 

2 号 

（3-5 歳） 

3 号 
（0 歳） 

3 号 
（1-2 歳） 

合計 

①量の見込（必要利用定員総数） 486  83838383        295295295295        864864864864        

②確保

の内容 

認定こども園、保育所 486  83838383        295295295295        864864864864        

地域型保育事業  0000        0000        0000        

②－① 0 0000    0000    0000    
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（（（（３３３３））））地域子地域子地域子地域子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて支援事業支援事業支援事業支援事業のののの提供体制提供体制提供体制提供体制のののの確保内容及確保内容及確保内容及確保内容及びそのびそのびそのびその実施時期実施時期実施時期実施時期    

 

①利用者支援事業 

 

◆事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

◆提供体制、確保策の考え方 

 

 

 

■利用者支援事業                                          単位（か所） 

項 目 平成27 年度 平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 平成31 年度 

①量の見込 １ １ １ １ １ 

②確保の内容 １ １ １ １ １ 

②－① 0 0 0 0 0 
 
 

②時間外保育事業（延長保育事業） 

 

◆事業の概要 

 

 

 

 

 

◆提供体制、確保策の考え方 

 

 

 

■時間外保育事業（延長保育事業）                            単位（実人／年） 

項 目 平成27 年度 平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 平成31 年度 

①量の見込 107  106  104  102  100  

②確保の内容 107  106  104  102  100  

②－① 0 0 0 0 0 

○時間外保育事業（延長保育事業）は、保護者の就労形態等の事情で在園児を対象に、

保育時間（標準時間：11 時間、短時間：８時間）を超えて保育する事業です。 

○平成 26 年度現在、８か所の私立保育所で実施しており、実績（見込み）は 80 人

です。 

○時間外保育事業（延長保育事業）については、私立保育所と認定こども園で実施し、

引き続き利用者のニーズに対応できる提供体制の確保に努めます。 

○利用者支援事業は、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の利用情報を集約し、

子どもや保護者からの相談に応じ、必要な情報提供・助言をするとともに、関係機

関との連絡調整等を行う新たな事業です。子どもや保護者が、保育所や幼稚園等の

教育・保育事業や一時預かり、学童保育所等の地域子ども子育て支援事業のなかか

ら適切なものを選択し、円滑に利用できるよう、専任の職員等が身近な場所（行政

窓口等）で支援をします。 

○利用者支援事業については１か所を整備し、利用者のニーズに対応できる提供体制

の確保に努めます。 

事業名の記入順を変更しています 
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③放課後児童健全育成事業（学童保育所） 
 

◆事業の概要 

 

 

 

 
 
 
 

◆提供体制、確保策の考え方 

 

 

 

 

 

■放課後児童健全育成事業（学童保育所）                        単位（実人／年） 

項 目 平成27 年度 平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 平成31 年度 

①量の見込 

低学年 270  255  250  235  235  

高学年 112  110  109  109  103  

合計 382  365  359  344  338  

②確保の内容 315  315  315315315315        315315315315        338338338338        

②－① △67 △50 △△△△44444444    △△△△29292929    0000    
  

    

④子育て短期支援事業 

 

◆事業の概要 

 

 

 

 

 

 

◆提供体制、確保策の考え方 

 

 

 

■子育て短期支援事業                                    単位（延人／年） 

項 目 平成27 年度 平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 平成31 年度 

①量の見込 0  0  0  0  0  

②確保の内容 0  0  0  0  0  

②－① 0 0 0 0 0 

○放課後児童健全育成事業（学童保育所）については、定員の範囲内において小学６

年生までの対象者の拡充を図ります。 

○対象者の増加に伴う提供量の確保については、小学校の空き教室の活用等により確

保に努めます。 

○放課後児童健全育成事業（学童保育所）は、保護者の就労等により、放課後家庭に

おいて適切な監護が受けられない児童を対象とし、活動や遊び場を通し、適切な遊

び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業です。 

○平成 26 年度現在、13 か所で小学３年生までの児童を対象に実施しており、実績

（見込み）は 270 人です。 

○子育て短期支援事業については、今後の利用希望に柔軟に対応できるよう、確保策

を検討します。 

○子育て短期支援事業は、保護者の疾病等の理由により、家庭での児童の養育が一時

的に困難な場合に児童養護施設等で一時的に児童をお預かりし、これらの児童及び

その家庭の福祉の向上を図ることを目的とする事業です。休日・宿泊を含めたショ

ートステイ事業と、夜間に預かりを行うトワイライトステイ事業があります。 

○平成 26 年度現在、ニーズ量、実績ともにありません。 
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⑤乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業・新生児訪問指導） 

 

◆事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

◆提供体制、確保策の考え方 

 

 

 

 

■乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業・新生児訪問指導）       単位（実人／年） 

項 目 平成27 年度 平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 平成31 年度 

①量の見込 267  262  256  248  242  

②確保の内容 267  262  256  248  242  

②－① 0 0 0 0 0 

 

⑥養育支援訪問事業 

 

◆事業の概要 

 

 

 

 

 

提供体制、確保策の考え方 

 

 

 

■養育支援訪問事業                                      単位（実人／年） 

項 目 平成27 年度 平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 平成31 年度 

①量の見込 5555    5555    5555    5555    5555    

②確保の内容 5555    5555    5555    5555    5555    

②－① 0 0 0 0 0 
        

○乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業・新生児訪問指導）は、生後４か

月までの乳児のいるすべての家庭〔新生児訪問（生後２か月まで）を含む〕を訪問

し、子育て支援情報の提供や養育環境等の把握を行い、必要なサービスにつなげる

事業です。 

○平成 26 年度現在、生後４か月までの乳児がいる家庭を保健師等が訪問し実施して

おり、実績（見込み）は 250 人です。 

○乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業・新生児訪問指導）については、

今後も子育て家庭の状況を把握しながら、引き続き利用者のニーズに対応できる提

供体制の確保に努めます。 

○養育支援訪問事業は、養育支援が特に必要な家庭に対し、保健師及び保育士等の専

門家が訪問等により養育に関する指導、助言及び家事の援助等を行うことにより、

適切な養育の実施を確保する事業です。 

○平成 26 年度現在、実績はありません。 

○養育支援訪問事業については、今後も引き続き、利用者のニーズに対応できる提供

体制の確保に努めます。 
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⑦地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター事業） 
 

◆事業の概要 

 

 

 

 

 

◆提供体制、確保策の考え方 

 

 

 

■地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター事業）                  単位（延人／年） 

項 目 平成27 年度 平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 平成31 年度 

①量の見込 1,639  1,625  1,592  1,554  1,513  

②確保の内容 1,639  1,625  1,592  1,554  1,513  

②－① 0 0 0 0 0 

    

        

○地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター事業）は、公共施設や保育所等の身

近な場所で、子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安や悩みを相談

できる場所を提供する事業です。 

○平成 26 年度現在、４か所で実施しています。 

○地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター事業）については、今後も引き続き、

利用者のニーズに対応できる提供体制の確保に努めます。 
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⑧一時預かり事業 
 

◆事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

◆提供体制、確保策の考え方 

 

 

 

 

 

 

■一時預かり事業                                        単位（延人／年） 

項 目 平成27 年度 平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 平成31 年度 

幼稚園での一時預かり 

（（（（定期的定期的定期的定期的なななな利用意向利用意向利用意向利用意向をををを含含含含むむむむ））））    

①量の見込 17,85917,85917,85917,859        17,81917,81917,81917,819        17,38317,38317,38317,383        17,12417,12417,12417,124        16,96616,96616,96616,966        

②確保の内容 17,85917,85917,85917,859    17,81917,81917,81917,819        17,38317,38317,38317,383        17,12417,12417,12417,124        16,96616,96616,96616,966        

②－① 0 0 0 0 0 

その他の一時預かり 

①量の見込 4,8114,8114,8114,811        4,7834,7834,7834,783        4,6704,6704,6704,670        4,5754,5754,5754,575        4,4864,4864,4864,486        

②確保の内容 4,8114,8114,8114,811        4,7834,7834,7834,783        4,6704,6704,6704,670        4,5754,5754,5754,575        4,4864,4864,4864,486        

②－① 0 0 0 0 0 

 

  

○一時預かり事業は、幼稚園在園児を対象とした一時預かりと、保育所での就学前ま

での児童を保護者の疾病、出産及び親族の看護等が必要な時等にお預かりする一時

預かり事業があります。 

○平成 26 年度現在、幼稚園での一時預かりは５か所の学童保育所における対応とな

っており、実績（見込み）は 1,600 人、その他の一時預かりは６か所の保育所に

おける対応となっており、実績（見込み）は 2,000 人です。 

○幼稚園在園児を対象とした一時預かりは、認定こども園、幼稚園（現在実施の５園）○幼稚園在園児を対象とした一時預かりは、認定こども園、幼稚園（現在実施の５園）○幼稚園在園児を対象とした一時預かりは、認定こども園、幼稚園（現在実施の５園）○幼稚園在園児を対象とした一時預かりは、認定こども園、幼稚園（現在実施の５園）

で、その他の一時預かりについては、認定こども園、私立保育所で実施し、利用者で、その他の一時預かりについては、認定こども園、私立保育所で実施し、利用者で、その他の一時預かりについては、認定こども園、私立保育所で実施し、利用者で、その他の一時預かりについては、認定こども園、私立保育所で実施し、利用者

のニーズに対応できる提供体制の確保に努めます。のニーズに対応できる提供体制の確保に努めます。のニーズに対応できる提供体制の確保に努めます。のニーズに対応できる提供体制の確保に努めます。    

○○○○幼稚園で幼稚園で幼稚園で幼稚園でのののの一時預かりに含まれる定期的な利用移行については、保育所における一一時預かりに含まれる定期的な利用移行については、保育所における一一時預かりに含まれる定期的な利用移行については、保育所における一一時預かりに含まれる定期的な利用移行については、保育所における一

時預かりで解消できると考えます。時預かりで解消できると考えます。時預かりで解消できると考えます。時預かりで解消できると考えます。    
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⑨病児・病後児保育事業 

 

◆事業の概要 

 

 

 

 

◆提供体制、確保策の考え方 

 

 

 

■病児・病後児保育事業                                   単位（延人／年） 

項 目 平成27 年度 平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 平成31 年度 

①量の見込 1,0621,0621,0621,062        1,0571,0571,0571,057        1,0331,0331,0331,033        1,0131,0131,0131,013        996996996996        

②確保の内容 0000        0000        0000        0000        996996996996        

②－① △△△△1,062 1,062 1,062 1,062     △△△△1,057 1,057 1,057 1,057     △△△△1,033 1,033 1,033 1,033     △△△△1,013 1,013 1,013 1,013     0000    

    

    

⑩ファミリーサポートセンター事業（就学児のみ） 

 

◆事業の概要 

 

 

 

 

 

 

◆提供体制、確保策の考え方 

 

 

 

■ファミリーサポートセンター事業（就学児のみ）                     単位（延人／年） 

項 目 平成27 年度 平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 平成31 年度 

①量の見込 70  68  67  65  64  

②確保の内容 70  68  67  65  64  

②－① 0 0 0 0 0 

 

        

○病児・病後児保育事業は、病気または、病気回復期にあるため集団保育が困難な児

童を保育所・医療機関等に併設された専用室でお預かりし、保護者の子育てと就労

等の両立を支援する事業です。 

○病児・病後児保育事業については、現在実施しておらず、医療機関や関係機関と連

携・調整を図り、病後児保育の提供体制の確保に努めます。 

○ファミリーサポートセンター事業は、育児の援助をしたい方（まかせて会員）と、

育児の援助をしてほしい方（おねがい会員）が会員となり、地域のなかで助け合い

ながら子育ての援助活動をする会員組織で、相互の活動の連絡・調整を実施する事

業です。 

○平成 26 年度現在、１か所で実施しています。 

○ファミリーサポートセンター事業については、今後も引き続き利用者のニーズに対

応できる提供体制の確保に努めます。 
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⑪妊婦健康診査事業 

 

◆事業の概要 

 

 

 

◆提供体制、確保策の考え方 

 

 

 

■妊婦健康診査事業                                      単位（延人／年） 

項 目 平成27 年度 平成28 年度 平成29 年度 平成30 年度 平成31 年度 

①量の見込 3,3603,3603,3603,360        3,2563,2563,2563,256        3,1923,1923,1923,192        3,0883,0883,0883,088        3,0403,0403,0403,040        

②確保の内容 3,3603,3603,3603,360        3,2563,2563,2563,256        3,1923,1923,1923,192        3,0883,0883,0883,088        3,0403,0403,0403,040        

②－① 0 0 0 0 0 

 

  

○妊婦健康診査事業は、妊婦の健康の保持増進を図り、安全、安心な妊娠、出産に資

するために適切な健診を行う事業です。 

○妊婦健康診査事業については、今後も引き続き利用者のニーズに対応できる提供体

制の確保に努めます。 
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２２２２．．．．健健健健やかなやかなやかなやかな子子子子どもをはぐくむどもをはぐくむどもをはぐくむどもをはぐくむ環境環境環境環境づくりづくりづくりづくり    

 

（１）保幼小連携・小中一貫教育の推進 

①「しそうこども指針」に基づいた教育・保育の充実と子育て支援の推進 

「しそうこども指針」を基本として、家庭と地域社会と教育・保育施設及び行政機関

が連携しながら、すべての就学前の子どもの教育・保育の充実と子育て支援を推進し、

小学校への滑らかな接続を図ります。 

 

②「しそうの子ども生き活きプラン」の推進 

「しそうの子ども生き活きプラン」に基づき、「宍粟に生き、宍粟を活かす人づくり」

「社会の変化に対応する学校づくり」「教師力を高める学校づくり」「地域総がかりの学

校づくり」「健やかな心と体を備えた人づくり」「安全・安心の学校づくり」「家庭での子

育てを支援する体制づくり」を推進します。 

 

（２）就学前教育・保育の環境整備 

①「宍粟市幼保一元化推進計画」の推進及び質の高い教育・保育の一体的提供 

「宍粟市幼保一元化推進計画」に示す、子どもの教育・保育の環境整備をするため就

学前の子どもを対象とした幼稚園・保育所一元化を推進します。さらに、認定こども園

ガイドラインで示した職員体制を強化することで、より質の高い教育・保育の一体的提

供に努めます。 

 

②質の高い教育・保育の提供に向けた職員研修の充実 

全市的に質の高い教育・保育を提供するため、職員研修の体系化を図り、保育所・幼

稚園全職員を対象とした研修の充実を図ります。また、職員自身の自主的な資質向上を

促すため、公開保育や職員の交流機会の充実を図ります。さらに、教育・保育活動の評

価・改善・向上に努めます。 

 

（３）放課後子ども総合プランの推進 

①放課後子ども総合プランの推進 

国の「放課後子ども総合プラン」に基づき、運営委員会を設置し、担当課の連携強化

に努めつつ、学童保育所と放課後子ども教室の連携を推進します。    
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第５章 推進体制 

１．計画の推進体制 

本計画の推進は、行政だけでなく、様々な分野での関わりが必要であり、家庭をはじめ、

保育所、幼稚園、学校、地域、その他関係機関・団体等との連携・協働により取り組みます。 

 

２．情報提供・周知 

本市ではこれまでに、子育て支援に関する情報及び利用方法等を広報や市のホームページ、

しーたん通信を活用して公開し、必要に応じて説明会を実施するなど市民に対する広報・周

知の充実に努めてきました。 

今後も、本計画の進捗状況や市内の多様な施設・サービス等の情報を、広報媒体やインタ

ーネット、パンフレット等の作成・配布等を通じて、市民への周知・啓発に努めます。 

 

３．計画の評価・検証 

計画の実現のためには、計画に即した事業がスムーズに実施されるように管理するととも

に、計画の進捗状況について需要と供給のバランスがとれているかを把握し、年度ごとの実

施状況及び成果を点検・評価し、検証していく必要があります。 

このため、年度ごとに施設状況や事業の進捗状況の把握・評価を行い、その結果について

は、広報等を通じて公表します。 
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参考資料（巻末資料） 

１．宍粟市子ども・子育て会議条例 

平成 25 年９月 13 日条例第 27 号 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）第77条第１項

の規定に基づき、宍粟市子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という。）を

置く。 

（所掌事務） 

第２条 子ども・子育て会議は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事務を処理する。 

（１）特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し意見を述べること。 

（２）特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し意見を述べること。 

（３）子ども・子育て支援事業計画（法第61条第１項に規定する計画をいう。）の策定又

は変更に関し意見を述べること。 

（４）本市における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し、

必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 

（組織） 

第３条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１）子どもの保護者 

（２）子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

（３）子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 

（４）前３号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出さ

れていない場合は、市長が召集する。 

２ 子ども・子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 
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 （関係者の出席等） 

第７条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意

見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第８条 子ども・子育て会議の庶務は、児童福祉担当課において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会

長が子ども・子育て会議に諮って定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （宍粟市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 宍粟市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成17年宍粟市

条例第45号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 
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２．宍粟市子ども・子育て会議委員名簿 
 

区 分 氏 名 委嘱期間 所 属 等 

子どもの保護者 

北口
きたぐち

 逸未
い つ み

 H25.11.11～H27.3.31 認可保育所保護者代表 

大柿
おおがき

 眞也
し ん や

 H25.11.11～H26.3.31 公立保育所保護者会会長 

山下
やました

 みどり H25.11.11～H26.3.31 幼稚園保護者代表 

柴原
しばはら

 吉
よし

孝
たか

 H25.11.11～H26.3.31 宍粟市連合会 PTA 代表 

前田
ま え だ

 利
とし

明
あき

 H26.4.1～H27.3.31 公立保育所保護者会会長 

谷口
たにぐち

 浩美
ひ ろ み

 H26.4.1～H27.3.31 幼稚園保護者代表 

中田
な か た

 浩一
こういち

 H26.4.1～H27.3.31 宍粟市連合会 PTA 代表 

子ども・子育て

支援に関する事

業に従事する者 

畑
はた

尾
お

 浩
ひろ

弥
や

 H25.11.11～H27.3.31 兵庫県保育協会宍粟支部 

米田
よ ね だ

 敦子
あ つ こ

 H25.11.11～H26.3.31 一宮南保育所長 

山本
やまもと

 千津子
ち ず こ

 H25.11.11～H26.3.31 山崎幼稚園長 

山田
や ま だ

 里香
り か

 H25.11.11～H27.3.31 山崎子育て学習センター専門員 

石原
いしはら

 あや子
こ

 H25.11.11～H27.3.31 山崎学童保育所 

田中
た な か

 かおり H26.4.1～H27.3.31 城東保育所所長 

春名
は る な

 英代
ひ で よ

 H26.4.1～H27.3.31 神戸幼稚園長 

子ども・子育て

支援に関して学

識経験のある者 

新 庄
しんしょう

 康史
こ う し

 H25.11.11～H27.3.31 小学校長経験者 

山根
や ま ね

 直美
な お み

 H25.11.11～H27.3.31 幼稚園長・保育所長経験者 

浅野
あ さ の

 愛子
あ い こ

 H25.11.11～H27.3.31 
宍粟市民生委員児童委員連合協

議会 主任児童委員代表 

山本
やまもと

 千津子
ち ず こ

 H25.11.11～H27.3.31 

幼稚園長経験者 

（山崎幼稚園長（H25.11.11～

H26.3.31）） 

その他市長が 

必要と認める者 
岡
おか

 徳子
の り こ

 H25.11.11～H27.3.31 社会福祉法人千種杉の子会 
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３．策定経過  
 

年 月 日 内   容 

平成 25 年 11 月 11 日（月） 

第１回 宍粟市子ども・子育て会議 

 ・委員委嘱 

 ・会長及び副会長の選出 

 ・子ども・子育て支援新制度について 

 ・宍粟市の現状について 

 ・新制度におけるニーズ調査票について 

 ・今後のスケジュールについて 

平成 25 年 11 月 29 日（金）

～平成 25 年 12 月 13 日（金） 

「宍粟市 子ども・子育て支援 新制度におけるニーズ調

査」の実施 

平成 26 年２月 21 日（金） 

第２回 宍粟市子ども・子育て会議 

 ・新制度におけるニーズ調査結果について 

 ・教育・保育の提供区域の設定について 

平成 26 年６月 24 日（火） 

第３回 宍粟市子ども・子育て会議 

 ・委員の交代について 

 ・ニーズ調査結果からみえてくる課題 

 ・計画骨子案について 

 ・区域設定・ニーズ量について 

 ・今後のスケジュールについて 

平成 26 年８月 26 日（火） 

第４回 宍粟市子ども・子育て会議 

 ・計画素案について 

 ・量の見込みと確保方策について 

 ・子ども・子育て支援制度施行に伴う各種事業等の基

準についてのパブリックコメント実施結果 

 ・宍粟の教育・保育や子育て支援に関して意見交換 

平成 26 年 11 月 11 日（火） 第５回 宍粟市子ども・子育て会議 

平成 26 年●月●日（●） 

～平成 26 年●月●日（●） 
パブリックコメントの実施 

平成 27 年●月●日（●） 第６回 宍粟市子ども・子育て会議 
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４．用語解説 

 

子ども・子育て関連３法 

①「子ども・子育て支援法」（以下、法という。）②「就学前の子どもに関する教育、保育

等の総合的な提供に関する法律の一部を改正する法律」（認定こども園法の一部改正）③「子

ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供に関する法律

の一部を改正する法律の施行に伴う関連法律の整備等に関する法律」（関係法律の整備法：児

童福祉法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律ほかの一部改正） 

 

幼保連携型認定こども園 

学校教育・保育及び家庭における養育支援を一体的に提供する施設とし、学校及び児童福

祉施設としての法的位置付けを持つ単一の施設であり、内閣府が所管する。設置主体は、国、

自治体、学校法人、社会福祉法人に限られる（株式会社等の参入は不可）。（認定こども園法

第２条） 

 

子ども・子育て支援 

すべての子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、国若しくは

地方公共団体又は地域における子育ての支援を行う者が実施する子ども及び子どもの保護者

に対する支援（法第７条） 

 

教育・保育施設 

「認定こども園法」第二条第六項に規定する認定こども園、学校教育法第一条に規定する

幼稚園及び児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。（法第７条） 

 

施設型給付 

認定こども園・幼稚園・保育所（教育・保育施設）を通じた共通の給付。（法第 11 条） 

 

地域型保育事業 

小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育を行う事業。（法第７条） 

 

地域型保育給付 

小規模保育や家庭的保育等（地域型保育事業）への給付。（法第 11 条） 

 

小規模保育 

主に満３歳未満の乳児・幼児を対象とし、利用定員が６人以上 19 人以下で保育を行う事

業。（法第７条） 

 

家庭的保育 

主に満３歳未満の乳児・幼児を対象とし、利用定員が５人以下で、家庭的保育者の居宅ま

たはその他の場所で、家庭的保育者による保育を行う事業。（法第７条） 
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居宅訪問型保育 

主に満３歳未満の乳児・幼児を対象とし、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅におい

て家庭的保育者による保育を行う事業。（法第７条） 

 

事業所内保育 

主に満３歳未満の乳児・幼児を対象とし、事業所内の施設において、事業所の従業員の子

どものほか、地域の保育を必要とする子どもの保育を行う事業。（法第７条） 

 

地域子ども子育て支援事業 

地域子育て支援拠点事業、一時預かり、乳児家庭全戸訪問事業、延長保育事業、病児・病

後児保育事業、学童保育等の事業。（法第 59 条） 

 

 


